
平成˜Ÿ年š月˜�日 金曜日 第›™  号官 報
一

4.9
ç
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ç

æ
ü
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
二
千
五
年
十
月

五
日
に
お
い
て
、
締
約
国
の
国
内
法
令
が
、
当
該

国
の
指
定
及
び
当
該
国
で
効
力
を
有
す
る
先
の
国

内
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
の
主
張
を
伴
う
国
際
出

願
に
よ
り
、
当
該
先
の
国
内
出
願
が
取
下
げ
と
同

一
の
効
果
を
も
つ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
定
め
て
い

る
場
合
に
は
、
当
該
指
定
官
庁
が
当
該
国
の
指
定

に
関
し
て
こ
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
旨
を
二
千
六

年
一
月
五
日
ま
で
に
国
際
事
務
局
に
通
告
す
る
こ

と
及
び
そ
の
通
告
が
当
該
国
際
出
願
日
に
な
お
効

力
を
有
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
当
該
国
で
さ

れ
た
先
の
国
内
出
願
に
基
づ
く
優
先
権
を
主
張
す

る
全
て
の
願
書
は
当
該
国
を
指
定
し
な
い
旨
の
表

示
を
伴
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
事
務
局
は
、
そ

の
通
告
を
速
や
か
に
公
報
に
掲
載
す
る
。

二

13の2.4
é
ü
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ü

表
示
が
国
際
公
開
の
技
術
的
準
備
が
完
了
す

る
前
に
受
理
さ
れ
た
場
合
に
は
、
æ
の
規
定
に

よ
り
届
け
出
る
表
示
及
び
受
理
の
日
の
表
示
を

国
際
出
願
と
と
も
に
公
表
す
る
こ
と
。

八

48.2
æ
F

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

F

明
細
書
と
は
別
個
に
第
十
三
規
則
の
二
の
規

定
に
基
づ
い
て
届
け
出
た
寄
託
さ
れ
た
生
物
材

料
に
つ
い
て
の
表
示
及
び
国
際
事
務
局
が
当
該

表
示
を
受
理
し
た
日
付
の
表
示

九

48.2
æ
@
中
「
4.17
C

」
を
「
4.17
」
に
改
め
る
。

十

48.2
ë
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ë

請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
第
十
九
条
の
規
定
に
基

づ
く
補
正
が
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
際
出
願
の
国

際
公
開
に
は
、
出
願
時
に
お
け
る
請
求
の
範
囲
の

全
文
及
び
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
全
文
を
含
め

る
。
同
条
\
に
規
定
す
る
説
明
書
も
、
そ
の
説
明

書
が
46.4
の
規
定
に
従
つ
て
い
な
い
と
国
際
事
務
局

が
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
国
際
公
開
に
含
め

る
。
ま
た
、
請
求
の
範
囲
に
つ
い
て
の
補
正
書
の

国
際
事
務
局
に
よ
る
受
理
の
日
付
を
表
示
す
る
。

十
一

48.2
ì
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ì

国
際
公
開
の
技
術
的
な
準
備
の
完
了
の
時
に
国

際
調
査
報
告
を
ま
だ
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

場
合
に
は
、
表
紙
に
は
、
国
際
調
査
報
告
を
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
旨
、
及
び
国
際
調
査

報
告
が
（
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
つ

た
と
き
に
）
改
訂
さ
れ
た
表
紙
と
と
も
に
別
個
に

公
開
さ
れ
る
旨
を
掲
載
す
る
。

十
二

48.2
í
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

í

国
際
公
開
の
技
術
的
な
準
備
の
完
了
の
時
に
第

十
九
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
請
求
の
範
囲
に
つ
い

て
補
正
を
す
る
た
め
の
期
間
が
満
了
し
て
い
な
い

場
合
に
は
、
表
紙
に
は
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
言

及
す
る
も
の
と
し
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
請

求
の
範
囲
に
つ
い
て
補
正
が
さ
れ
た
場
合
に
46.1
の

規
定
に
基
づ
く
期
間
内
に
国
際
事
務
局
が
そ
の
補

正
を
受
理
し
た
後
速
や
か
に
改
訂
さ
れ
た
表
紙
と

と
も
に
補
正
後
の
請
求
の
範
囲
の
全
文
を
掲
載
す

る
。
同
条
\
に
規
定
す
る
説
明
書
が
提
出
さ
れ
た

と
き
は
、
そ
の
説
明
書
が
46.4
の
規
定
に
従
つ
て
い

な
い
と
国
際
事
務
局
が
認
め
る
場
合
を
除
く
ほ

か
、
そ
の
説
明
書
も
、
公
開
す
る
。

十
三

48.2
ü
を
削
る
。

十
四

48.3
æ
中
「
国
際
出
願
は
」
の
下
に
「
、
ア
ラ
ビ
ア

語
」
を
加
え
る
。

十
五

86.1
の
表
題
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

86.1

内
容

十
六

86.1
ç
を
削
り
86.1
æ
を
86.1
に
改
め
、
86.1
ü
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

ü

国
際
公
開
さ
れ
た
各
国
際
出
願
に
つ
い
て
、
当

該
国
際
出
願
の
国
際
公
開
の
表
紙
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
事
項
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
実
施

細
則
で
定
め
る
も
の
、
そ
の
表
紙
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
図
面
（
該
当
す
る
場
合
）
及
び
要
約

十
七

86.2
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

86.2

言
語
、
発
行
の
形
式
及
び
手
段
並
び
に
時
期

æ

公
報
は
、
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
で
同
時
に
発

行
す
る
も
の
と
す
る
。
英
語
及
び
フ
ラ
ン
ス
語
の

翻
訳
文
に
つ
い
て
は
、国
際
事
務
局
が
作
成
す
る
。

ç

総
会
は
、
æ
に
規
定
す
る
言
語
以
外
の
言
語
で

公
報
を
発
行
す
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き

る
。

è

公
報
を
発
行
す
る
形
式
及
び
手
段
は
、
実
施
細

則
で
定
め
る
。

é

国
際
事
務
局
は
、
国
際
公
開
さ
れ
た
各
国
際
出

願
に
つ
い
て
、
そ
の
国
際
出
願
が
発
行
さ
れ
た
日

又
は
そ
の
後
で
き
る
限
り
速
や
か
に
、
86.1
ü
に
規

定
す
る
情
報
を
公
報
に
掲
載
す
る
こ
と
を
確
保
す

る
。

十
八

第
八
十
七
規
則
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
十
七
規
則

刊
行
物
の
送
達

87.1

請
求
に
よ
る
刊
行
物
の
送
達

国
際
事
務
局
は
、す
べ
て
の
公
開
さ
れ
た
国
際
出
願
、

公
報
及
び
国
際
事
務
局
が
条
約
又
は
こ
の
規
則
に
関
連

し
て
発
行
す
る
そ
の
他
の
す
べ
て
の
一
般
的
な
刊
行
物

を
無
料
で
国
際
調
査
機
関
及
び
国
際
予
備
審
査
機
関
並

び
に
国
内
官
庁
に
、
関
係
す
る
機
関
又
は
官
庁
の
請
求

に
よ
り
送
達
す
る
。
刊
行
物
の
送
達
の
形
式
及
び
手
段

に
関
す
る
そ
の
他
の
細
目
は
、
実
施
細
則
で
定
め
る
。

十
九

91.1
ë
中
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
写
し
が
第
二
十
条
の

送
達
に
用
い
ら
れ
な
い
場
合
又
は
」
を
削
る
。

〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
四
号

平
成
十
八
年
三
月
二
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、「
ア
チ
ェ
に

お
け
る
平
和
構
築
、
元
政
治
犯
及
び
元
戦
闘
員
社
会
復
帰

支
援
並
び
に
紛
争
被
害
地
域
再
生
支
援
計
画
」
の
た
め
の

贈
与
に
関
す
る
次
の
概
要
の
書
簡
の
交
換
が
国
際
移
住
機

関
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

１

援
助
の
目
的
及
び
内
容

「
ア
チ
ェ
に
お
け
る
平
和

構
築
、
元
政
治
犯
及
び
元
戦
闘
員
社
会
復
帰
支
援
並
び

に
紛
争
被
害
地
域
再
生
支
援
計
画
」
の
実
施
に
必
要
な

生
産
物
及
び
役
務
の
調
達
に
必
要
な
資
金
の
贈
与

２

贈
与
額

十
億
円

３

署
名
者

日

本

側

飯
村
豊
在
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使

国
際
移
住
機
関

ジ
ョ
ン
・
ス
テ
フ
ァ
ン
・
ク
ッ
ク
在

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
事
務
所
長

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

〇
外
務
省
告
示
第
百
三
十
五
号

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
に
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
、
円
借

款
の
供
与
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
政
府
と
の
間
の
平
成
八
年
十
二
月
三
日
付
け
の
交
換
公

文
に
従
っ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
に
供
与
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
多
目
的
ダ
ム
発
電
事
業
計
画
の
実
施
に
係

る
円
貨
に
よ
る
借
款
の
支
出
期
間
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和

国
政
府
と
国
際
協
力
銀
行
と
の
間
の
合
意
に
よ
り
平
成
十

九
年
三
月
二
十
日
ま
で
延
長
さ
れ
る
旨
の
口
上
書
の
交
換

が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
政
府
と
の
間
に
行
わ
れ
た
。

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

有
し
か
つ
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
同
条
約
の
第
二

十
一
条
に
基
づ
く
公
開
が
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、

26の2.2

及
び
91.1
の
修
正
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
よ
り
前
の
国
際

出
願
日
を
有
し
か
つ
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
同
条

約
の
第
二
十
条
に
基
づ
く
送
達
が
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。
ま
た
、
86.1
及
び
86.2
の
修
正
は

関
係
す
る
国
際
出
願
日
に
か
か
わ
り
な
く
平
成
十
八
年
四

月
一
日
以
降
に
発
行
す
る
公
報
に
つ
い
て
、
第
八
十
七
規

則
の
修
正
は
、
関
係
す
る
国
際
出
願
日
が
あ
る
場
合
、
そ

れ
に
か
か
わ
り
な
く
平
成
十
八
年
四
月
一
日
以
降
に
行
わ

れ
る
国
際
出
願
、
公
報
及
び
そ
の
他
の
刊
行
物
の
送
達
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
。

な
お
、
我
が
国
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
が
同
規
則
第
4.9

ç
に
規
定
す
る
通
告
を
平
成
十
七
年
十
二
月
十
二
日
付
け

で
国
際
事
務
局
に
行
っ
た
。

（
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
付
け
世
界
知
的
所
有
権

機
関
事
務
局
長
回
章
）

平
成
十
八
年
三
月
十
七
日

外
務
大
臣

麻
生

太
郎

三

26の2.2
è
中
「
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
写
し
が
第
二
十
条
の
送

達
に
用
い
ら
れ
な
い
場
合
又
は
」
を
削
る
。

四

47.1
(ａの３)
を
削
る
。

五

48.1
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

48.1

形
式
及
び
手
段

国
際
出
願
を
国
際
公
開
す
る
形
式
及
び
手
段
は
、
実

施
細
則
で
定
め
る
。

六

48.2
æ
の
柱
書
き
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

æ

国
際
出
願
の
国
際
公
開
は
、
次
の
も
の
を
含
む

も
の
と
す
る
。

七

48.2
æ
C

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

C

国
際
調
査
報
告
又
は
第
十
七
条
]
æ
の
宣
言

（
ì
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。）

�
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